
はじめに

2020年に保育士さんたちの「保育所運営費

に関する一般財源とは何かを知りたい。地方

交付税制度を勉強したい」という強い要望か

ら「公立保育所の財源問題に関わる研究会」

が発足しました。東海自治体問題研究所も当

初からこの研究会活動に参加しています。研

究会は、活動の成果本として冊子「公立保育

所民営化の理由を『一般財源化』に求めるの

は不当」を発行しました。東海研のホームペー

ジにもその内容を掲載し、大きな反響をいた

だきました。研究会は、その後も２月に一度

のペースで活動を続けてきましたが、その研

究活動の中で、名古屋市に隣接する大治町で

は、保育所が全て私立保育園であり、このよ

うな自治体では、財政的にはどのような特徴

をもつのかを調べてみようということが提起

されました。また、公立の保育所が１園もな

い自治体の保育所に関する財政を分析すると

なると、比較すべき自治体があるとよりわか

りやすいのではないかという意見が出ました。

そこで浮かびあがったのが扶桑町です。扶桑

町は大治町と人口が同程度ですが、保育所の

形態は真逆で全てが公立です。こうして、大

治町と扶桑町の予算書・決算書を比較検討す

るところから始めました。

本稿の目的は２点。一つは表題にあるよう

に保育所の民営化は本当に安上がりかを明ら

かにすることであり、二つ目に、その検証方

法をみいだすことだと考えています。そのた

めに、次の４点を中心に検証します。

➀両町の歳出を比較して保育所運営費に関わ

る費用がどちらの町が多いのかを検証しま

す。

②歳入面では国庫支出金・県支出金だけでは

なく地方交付税の基準財政需要額に注目し

て、自治体負担金を比較して検証します。

③私立保育所の方が保育所運営費は多くなる、

その要因を私立保育所の経営分析から検証

します。

④これらのことを通じて保育所の民営化が安

上がりかどうかの検証方法について言及し

ます。

Ⅰ 大治町と扶桑町の財政状況を概観

１ 人口の伸び率と保育所入所児童数

大治町も扶桑町も人口は同程度です。どち

らも名古屋市のベッドタウンですが、昼夜間

人口比率が大治町は扶桑町に比べて低いので、

名古屋市への依存度は大治町の方が強いとい

うことになります。まず注目したのが人口増

加率です。この20年間を見ても大治町は５年

ごとに 1,000名以上が増加しています。一方

の扶桑町は一貫して増加しているものの、そ

の伸びは鈍化傾向にあります。年齢層は大治

町では年少者数が多く、逆に扶桑町では15歳

以上就業者数や高齢者層が多くなっています。

保育所数は2019年度現在で大治町が５園で、

扶桑町が７園です。保育所入所児童数はほぼ

同数です。しかし、この５年間の入所児童数

の伸び数は扶桑町が15名ほどに対して大治町

は150名に上ります。
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保育所の民営化は本当に安上がりか（その1）

―全園が私立の大治町と全園が公立の扶桑町を比較して―
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大治町(a) 扶桑町(b) 差額（b－a）

32,399 34,133 1,734
面積(㎡) 6.59 11.19 4.60
人口密度(人/㎡) 4,916 3,050 △ 1,866
0～4歳の人口 1,468 1,381 △ 87

17,558 17,654 96
6,897 9,058 2,161
69.9 77.2 7.3
0.86 0.85 △ 0.01

10,363,570 10,415,679 52,109
4,043,487 5,324,273 1,280,786

672,112 785,995 113,883
1,439,015 921,605 △ 517,410

813,645 638,390 △ 175,255
1,085,500 683,600 △ 401,900
4,370,091 5,106,565 736,474

590,393 929,111 338,718

普通交付税（千円）
国庫支出金（千円）
県支出金（千円）
地方債（千円）

表 Ⅰ-１　2019年度大治町と扶桑町の財政状況比較表

出所）決算カード、地方交付税算定台帳、2020国勢調査より
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注）2020国勢調査の数値は、「不詳補完結果」の結果数値を掲載。ただ
し、０～４歳の人口は不詳を含まない。

基準財政需要額合計
「社会福祉費」基準財政需要額

地方税（千円）

２ 大治町と扶桑町の財政的特徴

大治町の2019年度の財政規模を決算カード

で確認したところ、歳入額104億円弱に対し

て、扶桑町も104億円強で同程度でした。そ

の差は5千200万円程でした。

次に歳入全般を見てみましょう。歳入は四

大財源に注目します。地方税、地方交付税、

国庫支出金、地方債が平均的な市町村の四大

財源です。

➀ 地方税

まず、地方税の特徴を見ていきます。税収

はというと大治町が40億円に対して扶桑町が

53億円で、その差は13億円あります。そこで、

もう少し立ち入って調べたところ、扶桑町に

は約３億円の都市計画税が賦課されているこ

とがわかりました。他の税目を見ると、扶桑

町の方が個人市民税では2憶８千万、法人市

民税では5億8千万、固定資産税では１億２千

万円が大きいことがわかりました。特徴とし

ては法人市民税の差が少し大きいことかと思

われます。

② 地方債

次に地方債ですが、これは大治町の方が4

億円も大きいので、この年に大きな建設事業

を行ったということです。財政規模は扶桑町

の方が10億円しか上まわっていませんでした

が、通常に比べて、もう少し大きな差が出て

いることを理解しておく必要があります。

③ 国庫支出金・県支出金と地方交付税

次に国庫支出金・県支出金と地方交付税に

ついて見ていきます。国庫支出金・県支出金

は大治町の方が大きく、６億９千万円の差が

出ています。逆に普通交付税は扶桑町の方が

大きく、１億１千万円の差が出ています。実

は、このことが、大治町と扶桑町との財政的

な特徴を示す重要な事柄になります。普通で

あれば、大治町は税収が少ないので、その不

足分を地方交付税制度で補填するために普通

交付税が大きくならなければならないはずで

すが、実際には扶桑町の方が大治町よりも多

く交付されています。

したがって、なぜそうなるかを次の項で解

明することにします。

なお、財政力指数は大治町が0.86で扶桑町

が0.85なので、その差はほとんど認められま

せん。財政力指数とは基準財政収入額（税収

の3/4）÷基準財政需要額で算出します。

そのため、扶桑町が大治町に比べて地方税

が多いが、基準財政需要額も多いので、その

結果として財政力指数がほぼ同じになってい

るというふうに理解できます。

３ 大治町と扶桑町の基準財政需要額の違い

地方交付税は特別交付税と普通交付税に分

かれています。地方交付税額が基準財政需要

額と税収の大きさで変動するのは普通交付税

です。ここで地方交付税という場合は混乱を

避けるために、普通交付税を指しているとご

理解ください。

前項で大治町と扶桑町との財政的な特徴と

しては、大治町の方が、税収が少ないのに、

地方交付税も少ないということでした。

その疑問を解くカギは地方交付税を算出す

るところにあります。地方交付税は基準財政

需要額から基準財政収入額（税収の3/4）を
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大治町(a） 扶桑町(b) 差額(b-a)
4,085,389    4,844,241    758,852

社会福祉費 590,393       929,111       338,718
高齢者保健福祉費 653,061 868,696       215,635  

（内訳）65歳以上人口 411,154       513,625       102,471
（内訳）75歳以上人口 241,907       355,071       113,164

658,315       709,506       51,191
4,743,704    5,553,747    810,043

373,613       447,182       73,569
4,370,091    5,106,565    736,474

表Ⅰ-2  大治町と扶桑町の2019年度基準財政需要額比較表

出所）大治町と扶桑町の2019年度「地方交付税算定台帳」

振替前需要額（A＋B）
臨時財政対策債振替相当額 （C）
基準財政需要額（A＋B－C）

包括算定経費（B）

個別算定経費（A）

うち

（単位：千円）
差し引いて求めます。扶桑町の方が大治

町に比べて基準財政需要額が大きいので

す。

地方交付税制度については次章で解説

する予定ですが、ここでは基準財政需要

額とは何かを簡単に説明しておきます。

基準財政需要額とは標準的な市民サービ

スに係る経費の必要額のことです。

表Ⅰ-２は大治町と扶桑町の地方交付

税算定台帳から作成した「大治町と扶桑

町の2019年度基準財政需要額比較表」で

す。この表から基準財政需要額の仕組み

を簡単に解説します。基準財政需要額とは、

市民の標準的な市民サービスに係る経費の必

要額のことです。この経費は個別算定経費と

包括算定経費から成り立っています。

個別算定経費は消防費から始まって社会福

祉費、高齢者保健福祉費など24に及ぶ費目か

ら成り立っています。

包括算定経費は地方交付税の算定方法を簡

易なものにしようと、人口と面積からだけで

算出するようになっています。個別算定経費

に比べて額的には小さいものです。

この個別算定経費と包括算定経費の二つの

経費を合算したものが振替前需要額です。こ

れが本来の基準財政需要額です。ただし、国

は地方交付税の財源が不足しているので、そ

の不足分を全国の自治体が臨時財政対策債と

いう地方債を発行して賄ってほしい、ただし、

その地方債を償還するときには元利償還金相

当額を基準財政需要額に算入するという制度

を設けました。ですから、本来の基準財政需

要額から臨時財政対策債振替相当額を差し引

いたものが基準財政需要額になっています。

そこで次に、この基準財政需要額がどうし

て、扶桑町の方が大治町と比べて大きいのか、

この差はどこから生まれたのかを検証してみ

ます。

(1) 基準財政需要額の差は「社会福祉費」の

中で生まれる

大治町と扶桑町の地方交付税算定台帳をみ

ると大治町の基準財政需要額は43億７千万円、

扶桑町が51億円と、その差が７億４千万円も

あります。個別算定経費の差額の中で一番大

きかったのが社会福祉費です。３億４千万円

です。二番目が高齢者保健福祉費です。その

差額は２億２千万円です。社会福祉費と高齢

者保健福祉費の二つの費目だけで、その差額

は５億５千万円に上り、個別算定経費の中の

約73％を占めています。なお、高齢者保健福

祉費の測定単位は65歳以上と、75歳以上の高

齢者の数です。大治町と扶桑町との差が約２

億２千万円もあるということは、扶桑町の方

が高齢者の方が多いということを示していま

す。

以上のことから、大治町と扶桑町との間に

生じる基準財政需要額の差の半分近くが社会

福祉費のなかで生まれていると言えます。

(2) 「社会福祉費」の差は「児童福祉費」で

生まれる

大治町と扶桑町との間で生じる「社会福祉

費」基準財政需要額の差はどこで生まれるの

か。そのことについて考えてみます。実は

「社会福祉費」もいくつかの費目によって構

成されています。これらの費目とは社会福祉

事業費、児童福祉費、障害福祉費、母子父子

寡婦福祉対策費になります。このことは「地

方交付税制度解説（単位費用篇）」(一般財

団法人地方財務協会）で確認することができ

ます。そして、この費目の中では「児童福祉
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費」が一番大きな比重を占めています。

この児童福祉費の事業内容を見ると、①児

童手当費、②施設型給付費・地域型保育給付

費、③地域子ども・子育て支援事業等の３つ

に区分されています。保育所運営費は②施設

型給付費・地域型保育給付費のことになりま

す。

この中で①児童手当費と②施設型給付費・

地域型保育給付費が大きな比重をしめます。

ただし、児童手当については子どもの数は大

治町の方が多いので、扶桑町と大治町との基

準財政需要額の差を縮ませる効果に働きます。

したがって②施設型給付費・地域型保育給付

費、つまり保育所運営費が児童福祉費のなか

では一番大きく差額を生じさせていると考え

られます。この差額が大治町と扶桑町の「保

育所運営費」の実際の自治体の負担額を明ら

かにするキーポイントになります。

そのため、このうち保育所運営費による差

はどれだけあるかを明らかにする必要があり

ます。このことについては次章で検証するこ

とにします。

(3)「保育所運営費」基準財政需要額の差が

大きい理由

大治町と扶桑町の「保育所運営費」基準財

政需要額の差が大きくなるという理由はわかっ

ています。

「はじめに」でも述べましたが、大治町は

公立の保育所が１園もなく、保育所は全てが

私立であること、一方で扶桑町では全ての保

育所が公立であるからです。実は2004年度に

三位一体改革で公立保育所の保育所運営費が

国庫補助金で交付されていたものが一般財源

化されました。そのため、大治町では引き続

き、保育運営費への国庫補助金が交付され、

基準財政需要額にも変化はありませんでした

が、一方の扶桑町では一般財源化により国庫

補助金が無くなり、その分が基準財政需要額

に算定されるようになりました。こうしたこ

とにより、扶桑町の方が大治町に比べて「保

育所運営費」基準財政需要額の差が大きくなっ

たというわけです。

Ⅱ 一般会計の予算書・決算書で

見る自治体間比較

保育所運営費がどうなっているのかを見る

場合、児童福祉関係全般を見る必要がありま

す。その時、決算書だけで分析できれば一番

良いのですが、その決算書だけでは、内容的

に理解できないことが多々でてきます。そこ

で、予算書も使用して財政的な分析を行うこ

とにしました。予算書には款項目節まで詳細

に記載されています。また予算書には説明書

がついており、費目の解説もあるので理解し

やすいからです。

１ 保育所運営費の財源と負担割合

保育所運営費の元々の財源はどこからくる

のでしょうか。子ども・子育て支援新制度で

は、「『施設型給付』及び『地域型保育給付』

を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業

に対して、財政支援を保障しています」と述

べています。そこでは具体的にどのように支

援する仕組みなっているのかを見てみましょ

う。

(1)負担割合の確認

初に保育所運営費の国・県・市町村の負

担割合について確認しておきましょう。保育

所運営費の負担割合は子ども・子育て支援新

制度を解説した政府資料で確認することがで

きます。それらを要約すると次の通りになり

ます。

◎私立保育所＝国庫補助金（2/4）、県支出

金（1/4）、市町村の負担金（1/4）

市の負担金の1/4は一般財源で賄いますが、

その一般財源は地方交付税で財政措置されま

す。

◎公立保育所＝市町村の負担金（4/4）

市の負担金の4/4は一般財源で賄いますが、

その一般財源の全額が地方交付税で財政措置

されます。
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地方交付税 税収

表Ⅱ-1　 地方交付税と一般財源の関係

＊財政の仕組みを理解するために「臨時財政対策債の発行額」や細かな科目を除いて作成しました。

自治体の財源＝歳入額

特定財源 一般財源

出所）筆者作成●一般財源とは地方交付税と税収のことです。

特別交付税 普通交付税 税収

基準財政収入額（3/4税収） 1/4税収

特別交付税 基準財政需要額 1/4税収

(2)一般財源とは、地方交付税財政措置とは

どういうことか

表Ⅱ-1「地方交付税と一般財源の関係」を

見てください。まず、自治体の財源には特定

財源と一般財源があります。特定財源とは国

庫支出金や県支出金、建設地方債のことです。

私立保育所の保育所運営費には国庫補助金や

県支出金が交付されます。国と県の負担割合

は先に述べたとおりです。

➀ 一般財源とは何か

一般財源とはこの特定財源以外のもののこ

とをいいます。簡単に言うと一般財源とは地

方交付税と税収のことです。

② 地方交付税とは何か

この地方交付税も特別交付税と普通交付税

に分けることができます。普通交付税は基準

財政需要額から基準財政収入額を差し引いて

求めます。基準財政収入額とは税収の3/4と

いうことになっています。残りの1/4税収は

留保財源とも呼ばれています。1/4税収を基

準財政収入額としないのは税収確保のインセ

ンティブとしての役割があるともいわれてい

ます。また、普通交付税の交付団体にとって

みると、1/4税収の差額が自治体間の財政力

の差になるということが言えます。

③ 地方交付税財政措置とは何か

基準財政需要額とは自治体にとって標準的

な市民サービスを賄うのに要する費用のこと

です。この費用に対して自治体が税収で賄え

ない場合には、国が税収の不足分を補うこと

になります。この不足分を補填する制度が地

方交付税制度です。地方交付税財政措置とは

このことを指します。

④ 地方交付税制度とは何か

地方交付税制度は、地方自治体の「財源保

障機能」を果たす制度だということです。も

う一つの役割を付け加えると、地方交付税制

度とは財源保障型の財政調整制度だというこ

とになります。

⑤ 特別交付税とは何か

なお、特別交付税とは基準財政需要額には

当てはまらない特殊な財政需要に応えるもの

ということになっています。具体的には、災

害対策費や病院事業、地方バス事業の運営補

助に充てられます。地方交付税総額の94％が

普通交付税、6％が特別交付税の割合となっ

ています。特別交付税は毎年１兆円を超しま

すので自治体にとっては大きな財源です。

(3)地方財政制度の仕組みから国庫補助金と

地方交付税の関係を考える

ところで、保育所運営費の費用の負担をめ

ぐって、国は補助金と地方交付税の二本立て

で負担するようにしています。施設整備費が

国の補助金で賄われるのはさておき、保育所
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運営費のような経常的な経費までもが国の補

助金で賄われるのは、不思議だとは思いませ

んか。なぜ国の地方財政の構造がこのように

なっているのか、またどういう改革であった

らよいのかを確認しておきましょう。

戦後まもなく憲法と地方自治法が施行され

ました。しかし、地方財政の在り方は確立さ

れていませんでした。そこで日本の税財政を

確立するためにでてきたのがシャープ勧告で

す。このシャープ勧告について大阪経済大学

名誉教授の重森暁先生が簡潔にまとめていま

すので紹介します。

シャープ勧告の主張の主な内容は、➀地方、

特に市町村の独自財源の強化、②国による一

方的決定の排除、③市町村を優先した事務の

再配分、④補助金の整理と一般的な地方財政

調整制度の導入、というものです（重森暁

『入門 現代地方自治と地方財政』2003自治

体研究社）。残念ながら、シャープ勧告は全

面的には実施されるには至りませんでした。

その結果、国庫補助金の整理も極めて不十分

な結果となりました。

ここで、今回の保育の一般財源化について、

今一度、振り返って考えてみることにします。

国庫補助金は中央集権制を強める性格をもつ

ため、国庫補助金の一般財源化は、地方自治

の確立からすると前進したように見えます。

しかし、シャープ勧告の主張を保育の一般財

源化にあてはめて考えてみると、次のように

言うことができます。

保育の一般財源化は①市町村の独自財源の

強化にはなりません。②この一般財源化は国

の政策誘導であり、一方的な決定であること。

③ましてや市町村を優先した事務の再配分に

はなっていないこと。④補助金の整理どころ

か、市町村の事務を複雑化させ、かつ一般的

な地方財政調整制度の導入とも言えません。

こうした地方自治体における財源の仕組み

を確認して、大治町と扶桑町の予算書・決算

書を見ていくことにします。

２ 大治町と扶桑町の一般会計の歳出

予算書、決算書の中から民生費全体を見て

いくことにします。民生費は、元々は生活保

護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的

障害者福祉法、老人福祉法、母子および寡婦

福祉法の福祉６法に関する事業に対しての歳

出です。ただし、町村の生活保護事業は県が

担当するので、町村の一般会計の中には入っ

てきません。自治体によってはこの福祉６法

に加えて国民年金事業、国民健康保険事業、

災害救助などが民生費に含まれてきます。こ

うした一般会計の区分の特徴をみながら、大

治町と扶桑町の民生費をみて、その民生費の

中の児童福祉費について見ていきます。

(1)大治町の歳出

➀ 大治町の民生費

大治町の一般会計の区分方法を見ると、民

生費は社会福祉費と児童福祉費とに分かれて

います。民生費の中で、児童福祉費以外はす

べて社会福祉費になっています。その社会福

祉費には老人福祉、障害者福祉に関係する事

業費が入ってきます。また、社会福祉費の中

の総合福祉センター費は「希望の家」の施設

運営費です。この施設には地域福祉センター、

福祉作業所さつきの家、児童センター、高齢

者生きがい活動センターが入っています。こ

の施設の運営には指定管理者制度が導入され

ています。委託先は社会福祉協議会とシルバー

人材センターです。

区分として難しいのが福祉医療費です。自

治体によって、どこに所属するのか様々です。

担当部が国民健康保険や国民年金と一緒になっ

て市民部になることもあります。民生関係で

あっても社会福祉であったり、児童福祉であっ

たりと様々です。大治町では福祉医療として

社会福祉費の中に組み込まれています。

大治町の社会福祉費には国民年金や国民健

康保険、後期高齢者医療費も入ってきていま

す。

なお、災害救助費は民生費の中には含まれ
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　　　　　表Ⅱ-２

（単位：円） 扶桑町の保育所運営費 （単位：円）

施設型・保育給付費等委託料 852,422,941 うち福祉児童課（保育所）職員人件費 376,845,354
852,422,941 小計（A） 376,845,354

民間保育所運営費補助金 26,876,669 代替職員設置事業 139,013,211
特別保育事業費等補助金 保育所育児講座事業費 100,000

延長保育事業費 9,450,000 保育所管理運営費 111,081,403
低年齢児途中入所円滑化事業 5,060,000 保育所管理運営費（臨時） 10,308,070
障害児保育事業費 13,443,000 保育所施設整備費 13,591,000
発達障害児保育事業費 5,500,000 地域子育て支援センター事業費 6,289,590
一時預かり事業費 8,759,000 ファミリーサポート事業費 2,241,668

保育補助者雇上強化事業費補助金 1,563,845 一時保育事業費 9,761,242
70,652,514 一時保育事業費（臨時） 177,096

広域入所事業費 520,640
子ども子育て支援事業費 17,155,414
その他 725,447

小計（B） 310,964,781

85,997
923,161,452 合計（A）＋（B） 687,810,135

小計（B）

小計（C）

出所）令和元年度 扶 桑 町・大治町の 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 及 び 附 属 資 料

大治町と扶桑町の2019年度保育所運営費比較

大治町と扶桑町の保育所運営費の差

大治町の保育所運営費

923,161,452 － 687,810,135 = 235,351,317

平成３０年度子どものための教育・保育給
付費国庫負担金返還金 50,083

<児童福祉総務費>

<保育所費>

＜償還金利子及び割引料＞

＜負担金補助及び交付金＞

＜委託料＞

合計(A)＋(B)+(C)

平成３０年度子どものための教育・保育給
付費等県負担金返還金 35,914

小計（A）

ていません。この分野は総務部の中に防災管

理課がありますので、そこで計上されている

と思います。

② 大治町の児童福祉費

大治町の児童福祉は４費目に分かれていま

す。児童福祉総務費は児童福祉関係の人件費

や遺児手当などです。児童措置費は保育所運

営費と児童手当費と私立幼稚園への利用給付

費です。保育所運営費は委託料と補助金です。

大治町の保育所は全園が私立なので、この保

育所運営費が扶桑町との比較の対象となりま

す。児童福祉施設費はちびっこ広場の管理費

です。児童クラブ費は児童クラブへの委託料

です。

(2)扶桑町の歳出

➀ 扶桑町の民生費

扶桑町の民生費は社会福祉費、児童福祉費、

国民年金費、災害救助費の４つに分かれてい

ます。社会福祉費は老人福祉や障害者福祉の

費用が計上されています。福祉医療関係は社

会福祉と児童福祉に分かれています。障害者

医療や後期高齢者医療費は社会福祉に計上さ

れています。国民健康保険関係は社会福祉総

務費に国民健康保険特別会計繰出金として計

上されています。

② 扶桑町の児童福祉費

児童福祉費は８つに区分されています。１

つ目の児童福祉総務費は主に人件費です。こ

の人件費も児童福祉の庶務的な仕事を担う人

件費と、保育所の運営にかかわる人件費と、

児童発達支援に関する人件費に分かれていま

す。２つ目は児童手当費です。３つ目が母子

福祉費です。その中には遺児手当の支給事務

も計上されています。４つ目の児童遊園施設

費はちびっこ広場の施設管理費です。５つ目
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<大治町> (単位：円） <扶桑町> (単位：円）
子ども子育て支援臨時交付金（10月実施のため国が

負担）
37,508,000 子ども子育て支援臨時交付金（ 10月実施のため国が

負担）
130,034,000

子どものための教育保育給付交付金 347,046,616 子育てのための施設等利用給付交付金 27,250,500
子ども子育て支援交付金 31,075,000 子ども・ 子育て支援交付金（ 補足給付） 228,000
子育てのための施設等利用給付交付金 38,085,000 子どものための教育保育給付交付金 2,999,534
保育所等整備交付金 1,620,000 過年度 141,806
保育対策総合支援事業費補助金 898,000 子ども子育て支援交付金 32,149,000
障害児通所給付費負担金 72,231,455 子育てのための施設等利用給付交付金 145,849

528,464,071 障害児通所給付費負担金 55,960,401
248,909,090

施設型教育保育給付費等負担金 152,541,276 施設型教育保育給付費等負担金 1,454,378
子育て支援施設等利用給付費負担金 1,695,000 子育て支援施設等利用給付費負担金 72,924
地域子ども子育て支援事業費補助金（1/3） 23,440,000 地域子ども子育て支援事業費補助金（ 1/3） 23,609,000

第三子保育料無料化等事業費補助金（1/4,1/2） 1,801,000 第三子保育料無料化等事業費補助金（ 1/4, 1/2） 915,000
施設型教育・保育給付費等補助金（1/2） 9,344,305 施設型教育保育給付費等補助金（ 1/2） 1,037,409
民間保育所運営費補助金 231,000 1歳児保育事業費補助金（ 1/2） 3,448,000
低年齢児途中入所円滑化事業費補助金 2,530,000 子ども・ 子育て支援交付金（ 補足給付） 228,000
保育対策総合支援事業費補助金 1,367,000 障害児通所給付費負担金 27,980,200
重症心身障害児・社短期入所利用支援事業費補助金 過年度 70,903
軽度・中等度難聴児支援事業費補助金 31,000 重症心身障害児・ 社短期入所利用支援事業費補助金 47,850
幼児教育・保育無償化導入支援事業費補助金 12,633,000 軽度・ 中等度難聴児支援事業費補助金 19,000

205,613,581 幼児教育・ 保育無償化導入支援事業費補助金 730,000
幼児教育・ 保育無償化導入支援事業費補助金 5,800,000

59,612,664

保育所運営費保護者負担金　　　　　（負） 80,454,520 保育料　　　　　　　　　　　　　　（ 負） 122,302,215

保育料（H30年度分･29年度以前分）　      （負） 555,400 児童発達支援事業費利用者負担金　  （ 負） 296,380
保育所主食費等徴収金 0 保育所主食費等徴収金　　　　　　　（ 諸） 29,497,706
一時保育利用料 0 一時保育利用料　　　　　　　　　　（ 諸） 6,368,335
保育所広域入所運営費　　　　　　　（諸） 283,370 158,464,636

81,293,290

　　表Ⅱ-３　　　　大治町と扶桑町の2019年度保育所運営費に関する歳入決算額比較表 

小計

県
支
出
金

県
支
出
金

小計

国
庫
支
出
金

国
庫
支
出
金

小計

小計

小計

小計

出所）各年度大治町・扶桑町一般会計歳入歳出決算書より

町
町

分担金及び諸収入（ 負） 、 諸収入（ 諸） 分担金及び諸収入（ 負） 、 諸収入（ 諸）

の保育所費は保育所関係の人件費を除く保育

所運営費が計上されています。６つ目の放課

後児童健全育成事業費は放課後のための児童

クラブ事業が計上されています。７つ目の児

童発達支援費は児童発達支援事業所「つくし

学園」の運営費です。つくし学園は10名定員

です。８つ目は児童館整備事業費です。

(3)大治町と扶桑町の保育所運営費比較

両町の児童福祉費を見てきた中で、保育所

運営費がどういうものかが明らかになりまし

た。大治町は保育所運営費、扶桑町は保育所

費と児童福祉総務費の中の福祉児童課（保育

所）職員人件費とを比較の対象とするのが適

当だと考えます。表Ⅱ-２「大治町と扶桑町

の2019年度保育所運営費比較」は、その比較

表です。大治町の保育所運営費は9億2,316万

1,452円、扶桑町は6億8,781万135円ですから
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大治町 扶桑町
歳出額 A 923,161,452 687,810,135

国庫支出金 B 528,464,071 248,909,090
県支出金 C 205,613,581 59,612,664

小計(B+C) D 734,077,652 308,521,754
E 189,083,800 379,288,381

出所）2019年度大治町・扶桑町一般会計歳入歳出決算書から筆者作成

表Ⅱ-４  決算書に見る 大治町と扶桑町の
　　　2019年度保育所運営費の歳入歳出額と一般財源負担額

(単位：円）

歳入額

一般財源負担額（E＝A-D)

その差は2億3,535万1,317円になります。

保育所運営費は全園が私立保育所の大治町

の方が、全園が公立保育所の扶桑町よりも約

２億４千万円も多く費用がかかっているとい

うことになります。

なお、両町の保育所運営費の内訳をみると、

国の地域子ども子育て支援事業の制度を利用

したものも見受けられます。大治町であれば、

病児・病後児保育事業、延長保育事業、一時

預かり事業があること、扶桑町であれば、ファ

ミリーサポート事業、一時保育事業、子ども

子育て支援事業があることがわかります。こ

れらは、大治町はもちろん、扶桑町も国庫補

助金や県支出金として交付されます。ただし

大治町の病児・病後児保育事業は保育所運営

事業とは別事業と思われるので保育所運営費

から外しました。

３ 大治町と扶桑町の歳入比較

➀ 国庫支出金・県支出金

表Ⅱ-３「大治町と扶桑町の2019年度保育

所運営費に関する歳入決算額比較表」は大治

町と扶桑町の保育に関する歳入額を比較する

ために作成した表です。大治町の国庫支出金

は5億2,846万4千円、県支出金は2億561万4千

円となっています。大治町の保育所は、全て

が私立保育所でした。その場合、保育所運営

費の国、県、市町村の負担割合は国が1/2、

県が1/4を負担、市町村が1/4で、市町村の1/

4は地方交付税措置をすることになっていま

す。しかし、国と県からの支出金は、保育所

運営費だけではありません。「子ども子育て

支援法」では、地域子ども子育て支援事業と

して、一時預かり事業や延長保育

事業など様々な支援制度がありま

す。これらの支援制度によって、

国や県からの支出金が交付されま

す。したがって、先の国と県から

の交付金は保育所運営費にプラス

して交付されています。

扶桑町は保育所が全て公立です。

その場合、保育所運営費は全額市

町村負担です。市町村負担は全額地方交付税

措置されますが、保育所運営費については国

や県からの交付金はありません。しかし、扶

桑町には国庫支出金が2億4,890万9千円、県

支出金が5,961万3千円、交付されています。

これらは保育所運営費を除いた子ども子育て

支援交付金ということになります。

次に町の保育所運営費に関わる歳入につい

て確認しておきましょう。

② 町の歳入

町の歳入としては「分担金及び負担金」と

「諸収入」があります。「分担金及び負担金」

の主なものは保育料です。大治町が8,045万5

千円、扶桑町が1億2,230万2千円となってい

ます。「諸収入」の主なものは給食費です。

扶桑町は公立保育所なので、保護者から徴収

する分は歳入として入ってきます。大治町は

保育園ごとに徴収し、社会福祉法人の収入と

なります。

４ 大治町と扶桑町の自治体負担を検証

大治町と扶桑町の決算書から保育所運営費

の歳出額と歳入額を導き出しました。それを

まとめたのが表Ⅱ－４「決算書に見る大治町

と扶桑町の2019年度保育所運営費の歳入歳出

額と一般財源負担額」です。この表で歳出額

から歳入額を引いたものが自治体の一般財源

負担額となります。大治町の一般財源負担額

は約１億９千万円、扶桑町は３億８千万円と

いうことになっています。しかし、一般財源

には地方交付税による財政措置があります。

この財政措置のことを見逃すと自治体負担を

正しく見ることはできません。
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内訳 大治町 扶桑町
段階補正 エ 1.067 1.059
態容補正 オ 0.876 0.875
連乗補正 エ×オ C 0.935 0.927

施設型給付費（公立分） い △ 0.169 0.337
施設型給付費（私立分） か 0.042 △ 0.115
障害児教育 か’’ 0.001 0.020
地域型保育給付に係る子どもの数 き 0.001 △ 0.011
障害福祉サービス関係 せ △ 0.057 △ 0.034
児童扶養手当支給者数関係 ち ー ー
児童手当児童数関係 ゆ 0.033 0.007

小計 よ △ 0.151 0.204
事業費補正 施設整備費関係 D 0 0

E 0.784 1.131
F 30,990 33,806
G 24,300 24,300
H 590,393 929,111

出所）各市の「普通交付税、地方特例交付金及び臨時財政対策債発行可能額算出資料」

表Ⅱ-５　　　2019年度社会福祉費「補正係数」と「基準財政需要額」

社会福祉費の基準財政需要額(H＝G×F×E）

測定単位（人口）
社会福祉費の単位費用

補
正
係
数

連
乗
係
数

密度補正

合計（E＝C＋よ＋D）

加
算
係
数

前章の「3 地方交付税算定台帳から見た財

政的な特徴」では次の３点について検証しま

した。➀基準財政需要額の差は社会福祉費の

中で生まれる。②「社会福祉費」基準財政需

要額の差は児童福祉費の中で生まれる。③

「保育所運営費」基準財政需要額が大きい理

由。

そこで、「社会福祉費」基準財政需要額を

分解して「保育所運営費」基準財政需要額に

ついて算出できないかを検証してみることに

します。その検証のために大治町と扶桑町の

「普通交付税、地方特例交付金及び臨時財政

対策債発行可能額算出資料」を参照しました。

(1)保育所運営費の基準財政需要額と算出方法

まず、基準財政需要額の算出方法を確認し

ます。

基準財政需要額

＝測定単位×単位費用×補正係数

社会福祉費の測定単位は人口です。

単位費用は2019年度は24,300円です。単位

費用については、Ⅰ章の「(2)『社会福祉費』

の差は『児童福祉費』で生まれる」の中で、

「児童福祉費」「保育所運営費」のそれぞれ

の費目の詳細について検証しました。

分からないのが補正係数です。次に補正係

数はどうなっているのかを検証しましょう。

(2)「社会福祉費」基準財政需要額の補正係

数を分解

補正係数とは人口10万都市の標準的な市民

サービスに対して補正をする係数のことです。

表Ⅱ-５「2019年度社会福祉費『補正係数』

と『基準財政需要額』」は扶桑町と大治町の

「社会福祉費」に関する補正係数の詳細を表

したものです。この表を解説します。

まず、補正係数は、連乗係数と加算係数に

分かれていることがこの表からわかります。

連乗係数とは段階補正と態容補正とを掛け

合わせたものです。このうちの段階補正は人

口の段階ごとの職員数、人口の段階ごとの経

費などを比較して補正係数として定めたもの

です。態容補正とは地域手当の給地区分や種

地ごとについて行政質量差を反映させたもの

になっています。また、行政機能差（指定都

市、中核市、町村）などの補正も併せて行っ

ています。名古屋市などの大都市は段階補正

では1.0よりも小さく、逆に態容補正では1.0

よりも大きくなっています。扶桑町や大治町

は名古屋市とは逆に段階補正では1.0より大
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（単位：円）

扶桑町(A) 大治町(B) 差額（A－B）

測定単位 人口 33,806 30,990
単位費用 社会福祉費 24,300 24,300

施設型給付費（公立分） 0.337 △ 0.169
施設型給付費（私立分） △ 0.115 0.042
（計） 0.222 △ 0.127

表Ⅱ-６　2019年度「保育所運営費」基準財政需要額の差額算出

（扶桑町と大治町の差額）

出所)各市の「普通交付税、地方特例交付金及び臨時財政対策債発行可能額算出資料」より筆者作成

△ 95,638,239 278,008,087

補正係数

施設型給付費（公私分）の
基準財政需要額の差額算出

182,369,848

きく、態容補正では1.0よりも小さくなりま

す。

次に加算係数について説明します。社会福

祉費に関しては密度補正と事業費補正が関係

してきます。事業費補正は施設整備費に関す

るものなので、大治町と扶桑町では施設整備

に関する費用はみられません。そのため密度

補正に注目します。

密度補正の施設型給付費は公立分と私立分

に分かれて補正係数が計上されています。こ

の施設型給付費が保育所運営費に関係する分

です。どのように補正係数に反映されている

かというと、補正係数の算出に在籍人員数と

その年齢区分を算入させることによって反映

させています。

まず、大治町の場合を見てみましょう。大

治町は全園が私立なので、公立保育所の在籍

人員数とその年齢区分は０です。この０を計

上すると施設型給付費（公立分）は△0.169

（表Ⅱの５参照）とマイナスになります。一

方の施設型給付費（私立分）は在籍人員数と

その年齢区分数を算入させると0.042（表Ⅱ

の５参照）とプラスになります。補正係数は、

10万人の標準都市と比較して在籍人員数とそ

の年齢区分数が多いか少ないかによってプラ

スかマイナスになります。

同じように扶桑町の場合を見てみましょう。

扶桑町の場合の施設型給付費（公立分）に在

籍人員数とその年齢区分数を計上すると補正

係数は0.337となります。全園が公立なので

10万人都市との比較の中で補正係数はプラス

になります。一方で、私立分の在籍人員数と

その年齢区分数を０と計上すると施設型給付

費（私立分）の補正係数は△0.115とマイナ

スになっています。

こうして、大治町と扶桑町の保育所運営費

に係る補正係数の比較ができるようになりま

した。

この補正係数から大治町と扶桑町の「保育

所運営費」基準財政需要額の差額を算出する

ことができます。

(3) 扶桑町と大治町の「保育所運営費」基準

財政需要額の差額の算出

施設型給付費に関する補正係数がわかりま

した。だからといって扶桑町と大治町のそれ

ぞれの「保育所運営費」基準財政需要額が確

定するということにはなりません。

なぜ確定できないかと言うと、社会福祉費

の内訳となる保育所運営費や児童手当や障害

福祉などの個別の基準財政需要額については

補正係数を確定させることができないからで

す。また、社会福祉費の補正係数は連乗係数

と加算係数とを合計することによって算出す

ることになっていて、その連乗係数が社会福

祉全体の補正に対応しているものの、社会福

祉費の個別の費目との関係が不明のため、社

会福祉費の費目ごとの補正係数を確定させる

ことはできないのです。

加算係数は費目ごとの密度補正を加算した

ものです。社会福祉費の費目ごとの密度補正

は確定しています（表Ⅱ-５参照）。

しかし、その密度補正の差から生まれる補

正係数の差を算出することはできます。そこ

で、その補正係数の差に注目しま

す。つまり、その補正係数の差か

ら扶桑町と大治町の「保育所運営

費」基準財政需要額の差額を算出

するようにします。差額の算出方

法は表Ⅱ-６「2019年度『保育所運

営費』基準財政需要額の差額算出」

のようにして算出します。

扶桑町の場合の施設型（公私分）

の基準財政需要額の差額算出額は
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表Ⅱ-７

大治町 扶桑町
A 923,161,452 687,810,135

国庫支出金 B 528,464,071 248,909,090
県支出金 C 205,613,581 59,612,664

小計(B+C) D 734,077,652 308,521,754
189,083,800 379,288,381

E 278,008,084
189,083,800 101,280,297

出所）「2019年度大治町・扶桑町一般会計歳入歳出決算書」と表Ⅱ-5より筆者作成

自治体負担の比較額（A-D-E)

 2019年度保育所運営費の一般財源負担額と自治体負担の比較額

(単位：円）

歳入額

一般財源負担額（Ａ－Ｄ）
 「保育所運営費」基準財政需要額の差額

歳出額

1億8,236万9,848円となります。

大治町の場合は△9,563万8,239

円となります。この差額算出額

は人口10万人の標準都市を基準

としての差額となります。そこ

で扶桑町と大治町との差を求め

ます。

182,369,848円－△95,638,239円

＝278,008,087円

この数値が扶桑町と大治町の「保育所運営

費」基準財政需要額の差額ということになり

ます。

(4) 自治体の一般財源負担額を再検証

次に自治体の一般財源負担額について比較

してみます。まず一般財源負担額とは何かを

確認しておきます。

表Ⅱ-７「2019年度保育所運営費の一般財

源負担額と自治体負担の比較額」でみると歳

出額から歳入額を引いたものが一般財源負担

額ということになります。

そして、一般財源で負担するということは

地方交付税と税収で負担するということです。

更に結論を述べると、このうちの税収分の負

担が大治町と扶桑町ではどちらが多いかを見

ることが重要になります。

次は地方交付税が一般財源としてどう関わ

るかを確認しましょう。

表Ⅱ－１「地方交付税と一般財源の関係」

を思い起こしてください。地方交付税額は基

準財政需要額から基準財政収入額を引いて求

めます。ここでの基準財政需要額とは「保育

所運営費」基準財政需要額のことです。この

「保育所運営費」基準財政需要額は自治体に

よって違いがありますが、基準財政需要額が

大きければ地方交付税額は大きくなります。

ただし、「保育所運営費」基準財政需要額の

確定値がわからないので大治町と扶桑町の一

般財源の負担額を比較することはできません。

しかし、前の項で述べた大治町と扶桑町の

｢保育所運営費｣基準財政需要額の差額は比較

することができます。その結果は扶桑町の方

が2億7,800万8,084円多いということでした。

この結果を表Ⅱ-７のように扶桑町の一般

財源負担額から差し引くと自治体の本当の負

担分を比較することができるようになります。

自治体の本当の負担分は扶桑町が1億128万

297円です。大治町が1億8,908万3,800円となっ

ています。結論として、全園が私立保育所の

大治町よりも全園が公立である扶桑町の方が

8,852万8,950円も安上がりだということが分

かりました。（続く）
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次号掲載予定

今月号では、保育所運営費の費用が公立

保育所より私立保育所の方が多くかかるこ

とを立証しました。次号では、なぜ私立保

育所の方が費用が多くかかるかを社会福祉

法人の経営分析の中で検証します。

＜次号の目次＞

Ⅲ 大治町の社会福祉法人を財務三表で分析

１ 財務諸表の取得方法

２ 事業活動計算書で分析

３ 貸借対照表で分析

４ 財務諸表からみえてくるもの

Ⅳ 保育所民営化に対する私たちの課題

１ 民営化した場合の費用を検証する方法

２ 施設整備費について

３ 地方交付税不交付団体にとっての保育

一般財源化

Ⅴ まとめ


